
子育てのための施設等利用給付認定について 

幼児教育・保育の無償化制度では、利用料を無償にするために、 

利用給付認定が必要です。 

※リフレッシュ目的や用事での預かり保育の利用は無償化の対象外です 

問合せ先 東大阪市子どもすこやか部事務センター TEL：０６－４３０９－３３２２ 

認定区分

・新１号認定・・・保護者の就労等で預かり保育を利用されない方 

（満３歳以上の子どもで、※保育の必要性がない子ども） 

・新２号認定・・・保護者の就労等で預かり保育を利用される方

（３～５歳児クラスの子どもで、※保育の必要性がある子ども） 

・新３号認定・・・保護者の就労等で預かり保育を利用される方

（非課税世帯の０～２歳児クラスの子どもで、※保育の必要性がある子ども）

☆課税世帯の２歳児クラスの子どもで、※保育の必要性がある子どもについては、東大阪

市2歳児保育料等無償化事業により、市独自の無償化対象となります。 

私立幼稚園 

保育の必要性とは、保護者が以下の要件に該当すること指します。

・就労時間中に預かり保育が必要な方（※） 

・学校に通っている時間中に預かり保育が必要な方（※） 

・病気や障害のため預かり保育が必要な方 

・介護や看護をしているときに預かり保育が必要な方 

・出産前後に預かり保育が必要な方 

・求職活動時間中に預かり保育が必要な方 

（※）就労(就学)の認定は週１２時間以上就労(就学)されている方で、 

    教育標準時間内にお迎えが間に合わない方が対象です。 

施設等利用給付認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じ、 

新１号認定から新３号認定までの３つに区分されます。 
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幼児教育の無償化 

★無償化の対象となるには・・・まずは、認定申請書の提出が必要です！ 
幼稚園から配布される認定申請書に必要事項を記入のうえ、幼稚園へご提出ください。 

問合せ先 東大阪市子どもすこやか部事務センター TEL：０６－４３０９－３３２２ 

入園料・保育料（新1・2・3号認定）

月額2万5,700円まで無償 

・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象 

※給食費や通園費等は対象外 

[算定イメージ] 

入園料 保育料 無償化対象 実質負担額 

1万円 1万 4,000円 2万4,000円 0円 

－ 3万円 2万5,700円 4,300円 

※4月入園の場合、入園料は年間在籍月数の12で割った数とする。 

預かり保育
（新2号認定）月額1万1,300円または 

日額450円×利用日数で算出された金額までのいずれか低い方を無償化 

[算定イメージ] 

利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額 

4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円 

9,500円 20日 9,000円 9,000円 500円 

※幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない（平日の預かり保育の提供時間数が８時間未満又は年間開所日

数が200日未満）場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となる。（月額1万

1,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限） 

（新３号認定・市独自認定）月額1万６,300円または 

日額450円×利用日数で算出された金額までのいずれか低い方を無償化 

満３歳になった日から満３歳後最初の３月３１日までの子どもは、市町村民税非課税世帯であれば 

施設等利用給付認定（新3号認定）により、無償化の対象となります。 

市町村民税課税世帯であれば、東大阪市2歳児保育料等無償化事業により、市独自無償化の対象となります。 

満３歳から５歳児（小学校就学前）

までの子どもが対象

共働き世帯の子どもなど保育の

必要な３歳児から５歳児（小学校

就学前）までの子どもが対象
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2歳児クラスの子どもで、就労等の保育の必要性の認定を受けられた場合

は、プレスクールの利用料が無償化になりますので希望される方はこの認

定申請書を提出してください。 

問合せ先 東大阪市子どもすこやか部事務センター  TEL：０６－４３０９－３３２２ 

幼稚園・認定こども園プレスクール 

プレスクール

月額４万２,０00円まで無償 

※給食費や通園費等は対象外です。 

世帯の課税状況により、取得する認定が異なります。 

非課税世帯の2歳児クラスの子ども・・・新3号認定 
（施設等利用給付認定）

課税世帯の2歳児クラスの子ども・・・市独自認定 
（東大阪市2歳児保育料等無償化事業） 

どちらの認定区分に該当するかは、この申請書の提出後に審査を行います。 

※新1号認定を取得され満3才クラスに移行後は月額１万6,300円を上限に、

引き続き無償化の対象となります。 

★プレスクール無償化の対象となるには・・・ 

「保育の必要性の認定」を受ける必要があります！

注意事項 

プレスクールの利用については、保育の必要性の認定を受けられた方が無償化

の対象となります。保育の必要性が認められた場合も、認められない場合も、プ

レスクールの利用ができるかどうかには影響ありません。 
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